
更新制度を利用することにより最長85歳まで保障の継続、または終身保障への変更が可能です。 
ただし更新が可能な契約年齢は最高80歳です。なお、保険料払込免除特約の保険料払込免除事由に該当した場合の更新後の保険期間は 
80歳で満了となり、終身保障に変更することはできません。 

■契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの範囲内で１人を被保険者の代理人（「指定代理請求人」）として指定していただきます。 
●被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹 
●被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族 
※指定代理請求人に指定された方が請求時に上記の範囲内に該当していないときは、指定代理請求人は指定されなかったものとして取扱います。 
■この特約を付加する場合、主契約や特約について、保険金等の受取人の代理人による請求に関する規定は適用されません。 
■太陽生命が保険金等を指定代理請求人にお支払いしたときは、その後重複して保険金等の請求を受けてもお支払いしません。 
■この特約が付加されたご契約が更新されるとき、更新しない旨の申し出がないかぎり、この特約も更新されます。 

■給付金等は、責任開始期（契約日・復活日等）以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とした場合にお支払いします。 

この「重要事項のお知らせ［ご契約のしおり・約款（抜粋）］」は、「ご契約のしおり・約款」の記載事項のうち、特にご確
認・ご注意いただきたい事項を「保険組曲Bestけんこうレスキュー契約概要」、「注意喚起情報」、「その他重要事項」として
記載しています。また、その他ご確認いただきたい事項を「お客様の個人情報のお取扱い」として記載しています。必ずお読み
いただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。 
詳細が記載された「ご契約のしおり・約款」は太陽生命がお申込みを受け付けた際に送付しますので、再度ご確認ください。 
お申込みになる前に送付を希望される場合は、太陽生命までご連絡いただきますようお願いします。 

保険期間・保険料払込期間：10年 



●告知の重要性について 
ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります。生命保険は、多数の方が保険料を出し合って、相互に保障
しあう制度です。したがって、初めから健康状態が良くない方や危険度が高い職業に従事している方などが無条件に契約されますと、保険料
負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業
など「告知書」で太陽生命がおたずねすることがらについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ（告知）ください。 
告知をお受けできる権利（告知受領権といいます）は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集
人（募集代理店等を含みます）には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
必ず、被保険者ご自身で告知書にご記入ください。 
●正しく告知されない場合のデメリットについて 
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と
違うことを告知された場合、責任開始期の属する日（契約日・復活日等）から２年以内であれば、太陽生命は「告知義務違反」としてご契約
（特約のみの場合も含みます）を解除することがあります。 
◆責任開始期の属する日（契約日・復活日等）から２年を経過していても、給付金等のお支払事由等が２年以内に発生していた場合には、ご契約
を解除することがあります。 
◆ご契約を解除した場合、 
①給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 
②保険料のお払い込みを免除する事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。 
※上記①②の場合でも「給付金等の支払事由または保険料のお払い込み免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係に
よっては、給付金等をお支払いまたは保険料のお払い込みを免除することがあります。 
※上記①②の場合は、所定の解約払戻金があればご契約者にお支払いします。 
上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。 
例えば、 
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知
義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消」を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。 
この場合、 
①責任開始期の属する日（契約日・復活日等）からの年数は問いません。 
※告知義務違反による解除の対象外となる２年経過後にも取消となることがあります。 
②すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。 

●契約確認・支払確認について 
太陽生命で委託した業務士等が、ご契約のお申込み後または給付金等のご請求および保険料のお払い込み免除のご請求の際、ご契約のお申込み
内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。 
●乗換時の告知義務について 
　「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。 
①一般の契約と同様に告知義務があります。「新たなご契約の責任開始期の属する日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用
されます。 
②詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。 
③告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受けができないことがあります。また、その告知をされなかったためにご契約が解除・
取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。 

◇この商品に係る指定紛争解決機関は（社）生命保険協会です。 
（社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・
照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 
ホームページアドレス　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｅｉｈｏ.ｏｒ.ｊｐ/ 
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として１ヵ月を経過しても、保険契約者等と
生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の
正当な利益の保護を図っております。 

●第１回保険料を集団・団体等を経由してお払い込みいただいた場合 
お申込みいただいたご契約を太陽生命がお引受けすることを決定した場合には、集団・団体等が取りまとめた第１回保険料が太陽生命指定の
口座に着金した時または集団・団体等と太陽生命が取り決めた日（お客様の給与・口座から集団・団体等が第１回保険料を控除した日）から
保険契約上の責任を開始します。 
責任開始期について図示するとつぎのとおりです。 

ＴＥＬ ： ０１２０-９５７-７２０［平日９：００～１８：００、土 ・ 日 ・ 祝日、年末年始（１２月３０日～１月４日）を除く］ 

が不要で、質問数が少ない告知の 



当社は、社団法人生命保険協会（「協会」）、協会加盟の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会
および日本コープ共済生活協同組合連合会（総称して本項で以下「各生命保険会社等」）とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
（「保険契約等」）の解除、取消しもしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます）の参考とすることを目的として、当社を含む各生命保険会社等の
保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、①被保険
者の氏名、生年月日、性別、住所　②保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故（照会を受けた日から５年以内）③保険種類、
契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、
各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、協会を通じて照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命
保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることが
あります。 

個－８２２－１０－１１８　２０１０／１２／２１  

①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 
④その他保険に関連・付随する業務 
※当社は医療・健康等の機微（センシティブ）情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間
満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、当社が取得した申込関係書類については返却
いたしません。 

つぎのような場合には、給付金等のお支払いや保険料のお払込み免除ができないことがあります。 
・給付金等が所定の支払事由にあてはまらない場合 
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合 
ただし、下記の①または②に該当した場合は、給付金等のお支払い、または保険料のお払い込みの免除の対象となる場合があります。 
①責任開始期前の疾病や傷害が正しく告知され、その内容を前提に当社がご契約または特約をお引き受けした場合 
②責任開始期前の疾病や傷害について、「責任開始期前に医師の診療を受けたこと」「責任開始期前の健康診断等における異常の指摘」「責
任開始期前における被保険者の自覚やご契約者の認識」がない場合 

・所定の支払限度まで既に給付金等をお支払いしている場合 
・給付金等の免責事由に該当した場合（例：契約者・被保険者の故意または重大な過失等） 
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、太陽生命が告知を求めた事項について告知していただいた内容が事実と相違し、契約が
　告知義務違反により解除となった場合 
・給付金等を詐取する目的で事故（未遂を含みます）を起こしたときなど重大事由で契約が解除となり、その重大事由発生後に支払事由等が生じた場合 
・保険契約について詐欺によりご契約が取消となった場合や給付金等の不法取得目的があって契約が無効となった場合 
・保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合 
詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」または太陽生命のホームページをご確認ください。 

お払い込みいただく保険料は預貯金と異なり、一部は年 の々給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費に充てられます。
したがって、解約されますと、解約払戻金は多くの場合、お払い込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約払戻金は、ご契約年齢・
性別・経過年数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 

契約をお引受けしますと、太陽生命は、保険証券をご契約者へお届けします。お届けしました保険証券とお申込みの際の内容が相違していないかお確かめください。 

太陽生命お客様サービスセンター 

その他重要事項 
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